
○ 豊田市では、増大・多様化する権利擁護支援ニーズに対し、これまで家族や成年後見制度に求められてきた「金銭管理・意思決定支

援・適切な支援の確認」等の支援を性質ごとに分解し、多様な主体がそれぞれの特性を活かして各支援を分担・連携する仕組みづくりに

着手（豊田市地域生活意思決定支援事業の試行）。

○ 本事業は、将来的な成年後見制度（民法）の改正も視野に、身寄りのない方への支援としてニーズの高い金銭管理などの「生活基盤支

援サービス」と、本人が元々有する能力の発揮と地域住民の社会参加による「意思決定支援」を組み合わせて支援を実施する。

本人

意思決定支援

とよた意思決定フォロワー（意思決定支持者）

○ 地域生活の基盤となる日常的行為に必要な支援を行う。
（契約 ⇔ 応益・応能負担）

○ 同じ市民として、定期的な訪問を通じ、本人を見
守り、本人の望む生活について一緒に考え、後押
しする役割。

○ 意思の実現に向けた支援も実施（書類の提出や、
預金の引き出し・購入の同行など）。

権利擁護支援委員会
① 事務局、② 合議体、③ 権利擁護支援専門員

豊田市 【実施主体】①本人からの利用登録受付、②利用料の設定、③フォロワーの育成・登録（＋保険）、④権利擁護支援委員会の設置・事務局運営
【行政対応】①事業者の指定・実地指導等、②市長申立ての実施など権利侵害からの回復支援

権利擁護支援チームによる支援
（豊田市地域生活意思決定支援事業の利用）

専門員派遣

1

豊田市地域生活意思決定支援事業の実施イメージ（試行開始時）について

① 日常的な金銭管理支援
② 利用料等支払い支援

③ 緊急連絡先対応
④ 葬儀
⑤ 残存家財の撤去

※①②で試行開始する

生活基盤サービス事業者

○ フォロワーや事業者の報告・相談の対応
○ 一定時期ごとに金銭管理の履行状況の確認。
○ 本人にとって重要な意思決定支援を行う際の対応。

（金額が一定規模以上の契約や入院・入所手続きの検討など）
○ 本人意思との相違・履行状況の疑義が生じた際の対応。

（金銭等の管理状況の確認など ※必要に応じて、聴き取り、記録書類の確認。）
○ 市長申立ての進言など、必要に応じた権利擁護支援の実施。


